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 令和６年度事業の実施状況（R6.4.1～R7.3.31） 

１ 男女共同参画専門人材の設置、交流サロン等 

1. 目的 

地域活動を行う諸団体や個人に対して、男女共同参画の幅広い観点から助言できる専門

人材や、地域団体等からの活動に関するさまざまな相談に対応できる専門人材を委嘱。 

2. 内容 

① 交流サロンの実施 

男女共同参画に関連するテーマにより、萩

原なつ子統括アドバイザーを講師に、公募に

よる参加者や県内各地域に出向いて市町村長

との面談や市町村男女共同参画推進委員、女

性団体、若者等に対して講演やワークショッ

プによる「交流サロン」を実施。 

その場で出されたアイデアや具体的な提案

に統括アドバイザーが助言を行い、参加者自

らが地域での取り組みに活かすなどそれぞれ

の活動に寄与した。 

◆令和 6 年度実績： 13 回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画・多様性推進課 

（男女共同参画・共生社会推進担当） 

市町村の推進委員と 

公募参加者と 高校生・大学生と 

令和６年度　専門人材一覧（敬称略）

①　統括アドバイザー　萩原なつ子 （国立女性教育会館理事長）

②　専門アドバイザー （50音順）

分野 専門人材 所属

ジェンダー平等 池田政子 山梨県立大学名誉教授

女性リーダー 加藤敦子 都留文科大学学長

地域住民による課題解決 栗田真司 山梨大学大学院教授

地域福祉の視点による地域連携 高木寛之 山梨県立大学教授

LGBTQ 冨永貴公 都留文科大学准教授

女性のエンパワーメント 広岡守穂 中央大学名誉教授

DV・性の健康 伏見正江 山梨県立大学名誉教授
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② 専門アドバイザーによる相談事業 

地域で活動する団体や個人から男女共同参画推進センターに寄せられる男女共同

参画の各分野に関する相談に対し、専門アドバイザーが課題解決のための助言・講

座等を実施した。 

◆令和 6 年度実績：女性議員の会、社会福祉法人、市町村男女共同参画推進委員

会等に対して 15 回実施 

 

２ 経営者・管理職向け意識改革講座 
男女共同参画や女性の活躍に必要な経営者・管理職の意

識改革と行動変革を促すため、企業の経営者、人事労務関係

者に向けて講座を開催（R6.6.24） 

講師：関野吉記氏((株)イマジナ代表取締役社長) 

講演：今こそ知っていただきたい、多様な人材の力を 

活かす経営とは～女性や若手の可能性を引き出す 

組織が勝っていく～ 

参加者： 81 名 

 

３ 若年層に向けた啓発事業 

1. 目的 

固定的役割分担意識や、性差に関する偏見や固定観念、無意識の思い込み（アンコンシ

ャスバイアス）は、長い時間をかけて人々の意識の中に形成されるもので、男女共同参画

の実現に向けた大きな障壁のひとつである。 

これらの意識や固定観念は家庭生活や幼少期から知らず知らずのうちに植え付けられて

いくものであるため、年代や発達段階に応じた意識啓発を行う。 

2. 内容 

① 小学生に向けた啓発 

◆小学生図画コンクール開催 

子どもの頃からの男女共同参画に対する意識付け及び理解促進を図るため、県内

小学生に対し、男女共同参画をテーマとした図画を募集し、優秀作品を表彰した。 

【部  門】小学校高学年、低学年  ※R6 応募総数 189 点 

【入賞区分】部門ごと、知事賞、教育長賞、入選、佳作 （計 12 作品） 

【表 彰 式】入賞作品は「県民の日記念行事」（R6.11.17）にて表彰および展示。 

入賞作品は今後の男女共同参画の啓発作品として展示、活用していく。 

（市町村への貸出・6 月の男女共同参画推進月間 PR 展示など） 
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② 中学生に向けた啓発 

◆中学生啓発パンフレット「カラフル」発行 

性別に関する無意識の思い込み（アンコンシャスバ

イアス）が、役割や生き方を決めつけ、本来、一人ひと

り違うはずの個性が生かせない要因となっていること

などについて、中学生向けにわかりやすく伝えるパン

フレットを作成。本冊子を活用した授業のロールモデ

ル創出のため、中学校への出前授業も実施予定。 

（内容） 様々な分野で性別にとらわれず頑張る人の紹介や中

学生に知って欲しい「ジェンダー平等」に関する情報 

 

県内全中学校 1 年生に配付（8000 部、R6.10 月に配付） 

（ほかに希望者にも提供） 

 

③ 高校生以上向け事業 

◆ジェンダー平等・多様性社会を「動画」で伝えるワークショップ（全 5 回の連続講座） 

県内の高校生・大学生 8 名が集い、ジェンダー平等や多様性社会の大切さについ

て、子どもにわかりやすく伝える動画を制作・発信するワークショップを開催した。 

コーディネーター：田中伊代 氏（リコージャパン株式会社山梨支社） 

【第 1 回】ジェンダーに関する思い込みや他者理解についてグループワークを実施。 

講 師：山本蓮 氏（地域課題解決 IT 関係業務） 

天野信彦 氏（中学校家庭科教諭） 

藤田亜由未 氏（南アルプス市議会議員） 

【第 2 回】萩原なつ子統括アドバイザーを迎え、ジェンダー平等や多様性社会につ

いて理解を深めた。 

【第 3・4 回】人に「伝わる」動画について学び、グループごと動画制作。 

講 師：桐原侑希 氏（株式会社 KIRIN） 

【最終回】一般県民に向けた成果発表会を開催（R6.12.15 県男女共同参画推進セン

ター「ぴゅあ総合」）。学生たちがワークショップで得た学びや動画で伝

えたいメッセージを発表し、完成動画をお披露目した。完成動画は県公

式 YouTube で公開。 
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４ 山梨の未来を担う女性活躍促進セミナーの開催 

1. 目的 

女性活躍社会の実現に向けて、ロールモデルとなる県内女

性を招き、一歩前に踏み出したきっかけなどをテーマに意見

交換。参加者が自身のライフデザインについて考え、一歩を

踏み出す契機とする。 

2. 内容 

パネリストによるパネルディスカッションや参加者との意見交換を行った。 

（R7.2.24 開催） 

コーディネーター：野本知里 氏（株式会社ヒトスパイス代表取締役） 

パ ネ リ ス ト：志田さおり 氏（株式会社スマイリー代表取締役） 

若尾彰子 氏（甲斐市議会議員） 

 

５ 山梨県パートナーシップ宣誓制度の導入 
令和 5 年 11 月から、多様な性への県民理解の浸透を図り、性的マイノリティの方々が

パートナーとともに充実した生活を営むための一助とするため、「山梨県パートナーシッ

プ宣誓制度」を導入した。 

【制度概要】 

双方又はいずれか一方が性的マイノリティの 2 人が相互の協力により継続して共同生

活を営むパートナーであることを宣誓し、県がその宣誓書を受領したことを証明する制

度。 

◆実績：11 月の制度開始以降、13 組に対して宣誓書受領証を交付（内 1 組は返還） 

◆協定：制度の運用及びサービス提供にあたり、27 市町村と連携協定を締結。 
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６ 性の多様性理解促進事業 

1. 目的 

性的指向や性自認に関わらず誰もが個性と能力を発揮できる、多様性を尊重する社会を

実現するため、理解の促進と普及啓発を図る取組を行う。 

2. 内容 

職場、学校及び社会全体に向け、LGBTQ+等の性的マイノリティが抱える課題が、県民一

人ひとりにとって身近なものだと認識するとともに、正しい知識と具体的な対応について

学ぶ機会を提供した。 

 

① 教員向け研修会の開催 

小学校教諭を対象に、LGBTQ+について正しい知識と理解を深めるための講演や情

報交換会を県教委と連携して地区ごとに実施。（2 回） 

講 師：山口颯一 氏（LGBTQ+当事者・支援者、一般社団法人 ELLY 代表理事） 

講 演：LGBT と教育現場 ～ 先生たちにできること ～ 

参加者：峡南地区（6/20） 30 名、 北都留・南都留地区（6/28） 80 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 県民・行政・企業向け講演会の開催 

性の多様性についての理解、身近なことであるというテーマを切り口に、それぞ

れの個性を尊重し、その個性を強みに変えていくことが、社会にとって必要とさ

れている事への気づきの機会として基調講演を実施。 

日 時：R6.12.19 15:00～17:00 

講 師：西村宏堂氏（アーティスト・僧侶・LGBTQ 当事者） 

講 演：世界は多様な人であふれている 正々堂々 わたしを生きる 

参加者：436 人（山梨県立文学館 講堂で実施） 
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７ 男女共同参画推進月間（6 月）の関連事業 

① 男女共同参画推進事業者等表彰 

男女共同参画を推進する活動に積極的に取り組

む県民、事業者や、さまざまな分野で活躍し、その

活動が他の規範となる女性・団体等を広く県民に

周知し、男女共同参画社会の形成に向けて県民意

識の高揚を図る。 

◆R6 実績 ※敬称略（表彰式：R6.6.20） 

・県民表彰（3 名）  淺川節子 （韮崎市）、森川茂子 （甲府市）、 

渡邉克美 （富士河口湖町） 

・事業者表彰（1 社） 株式会社光・彩 

 

② 男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰（内閣府表彰） 

◆表彰者 ※敬称略（表彰式：R6.6.24） 

・森川茂子 

（女性の人権サポート・くろーばー名誉会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 県立図書館連携展示（2F）、推進月間企画展示（1F） 

推進月間に合わせ、県立図書館と連携して関連図書や資料を展示。また、1F での

企画展示を実施した。 
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「えるみん」認証マーク 

８ 山梨えるみん・クリスタルえるみん認定制度・強化促進 

① 『山梨えるみん』の認定促進 

国制度の「えるぼし認定」や「くるみん認定」の足がかりとすべく、

令和元年度に創設した「山梨えるみん」認定企業を増やすため、企業

等に制度の周知活動を行った。 

 

 

◆認定実績 

R1～R5 年度 認定企業 84 事業所 

R6 認定企業実績    111 事業所 ⇒ 新規認定件数 27 社 ※R7.3.31 時点 

② 『山梨クリスタルえるみん』（「山梨えるみん」の上位グレード）の認定促進 

国の「えるぼし」認定取得企業数が伸び悩んでいることから、より「えるぼし」

認定取得に近づく企業を増やすための上位グレード「山梨クリスタルえるみん」を

令和 5 年度から新設した。 

【山梨クリスタルえるみん認定】12 社 

㈱ササキ／富士山の銘水㈱ 

南アルプス市農業協同組合 

㈱韮崎電子／甲府脳神経外科病院 

富士通アイ・ネットワークシステムズ㈱ 

㈱塩山製作所／㈱旅日記 

㈱山梨オーバル／慶友会城東病院 

㈱トリケミカル研究所／藤精機㈱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 企業へのアドバイザー派遣事業 

山梨えるみんや山梨クリスタルえるみん等の取得促進のため、県社会保険労務士

会に委託し、社会保険労務士であるアドバイザーが企業を訪問し支援。 

◆令和 6 年度派遣回数：56 回 

 

「クリスタルえるみん」認証マーク 
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９ 女性活躍推進企業創出事業（やまなし女性 Mirai クエスト） 

1. 目的 

女性自身の管理職登用に向けた意識と、企業内の女性管理職登用に対する意識を高

め、県内企業の女性管理職を増やしていく。 

2. 内容 

・県内企業に所属する女性管理職候補者に対し、マインド形成やチームマネジメント等

に関する研修を実施。企業内プロジェクト推進による実践力の向上を図る。 

・企業に対して、参加した女性管理職候補者のバックアップ体制の整備を促す。 

3. 詳細 

◆女性管理職候補者：18 名（16 企業より推薦） 

◆事業期間：R6.7～R7.3 

◆交流サロン「 W-net 」（研修全 6回 ＋ 参加者同士の交流） 

・第 1 回：女性管理職の重要性（管理職向け・初回のみ） 

マインドセット（参加者向け） 

・第 2 回：キャリアビジョン 

・第 3・4 回：プロジェクトマネジメント 

・中間交流会：参加企業のトークセッション、交流会参加者同士の意見交換会 

・成果報告会：参加者による事業成果の報告 

◆参加企業ヒアリング 

・参加企業の支援体制、社内での取り組み等の確認 

・参加者のプロジェクト実施に関する支援の依頼 

◆企業内プロジェクトの実施 

・参加者がリーダーとなり、プロジェクト（企業内課題、新規事業など）に取り組

む。 

・モデルとなるプロジェクトには社内バックアップや推進体制整備のための補助金に

よる支援を実施。 
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10 DV・性暴力防止関連の事業 

① DV 被害相談促進動画の放映 

DV 被害者や周囲の人が DV 被害に気

づき、相談行動することで適切な支援

につなげる契機とするため、令和 4年

度に作成した DV・デート DV の相談促

進動画を山梨県公式YouTubeチャンネ

ルで公開している。 

◆視聴回数：約 6,400 回 

（引き続き公開中） 

 

② 職務関係者研修の実施 

デート DV や性暴力防止に資するため、県教委等と連

携して職務関係者に研修を実施した。 

◆教職員（小中高特支、役職不問）への研修  

R6.11.26（峡北地区） 

  講師：NPO 法人ぱっぷす 内田絵梨氏   

参加者：40 名 

◆高校教諭（県下全高校の生徒指導主事）への研修 

R6.6.18 

  講師：山梨県弁護士会 石川恵氏     

参加者：43 名 

 

 

 

 

③ ｢やまなしパープルリボンプロジェクト｣の実施 

11 月の女性に対する暴力をなくす運動期間中に、県

民啓発講演会のほか、県（県庁、県議会議事堂、藤村記

念館、ココリなど）・市町村（甲府市・山梨市・韮崎市・

甲斐市）の公共施設のライトアップや企画展示などを

実施。 

『ひろげる・つなげる・むすびあう やまなしパープ

ルリボンプロジェクト』として、集中した啓発活動を展

開した。 

◆講演会：R6.11.23（韮崎市民交流センターニコリ）（参

加者 90 名） 

 講 師：村山世奈氏・二階堂はるか氏 

     （NHK 報道局社会番組部ディレクター） 

 講 演：声を力に～NHK“性暴力を考える”取材班か

らのメッセージ～ 
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運動のテーマカラーである「紫」を使った啓発活動を展開 

（写真：上から） 

藤村記念館、ココリ、県議会議事堂 
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④ DV 被害防止パンフレット、相談カードの作成・配布 

配偶者や恋人からの暴力に悩んでいる方に相談を促すためのパンフレットを作成。

イベントでの配布、市町村、関係機関、高校入学者等への配付等を行った。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ ｢やまなし性暴力被害者サポートセンター｣運営（県委託事業） 

性暴力被害者などから相談を受け、被害者に対して支援機関と連携して産婦人科

医療、カウンセリング、法律相談、警察への付き添い等、総合的なサポートを行う

「やまなし性暴力被害者サポートセンター（かいさぽももこ）」（ワンストップ支援

センター）を、「（公財）被害者支援センターやまなし」に委託し運営。委託業務の

中で、県民への啓発活動として、新聞広告やパンフレット・相談カードの作成・配

布、研修なども実施している。 
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11 暴力からの回復を目指す女性のエンパワーメントプログラム 

 暴力の被害を受けた女性及びその同伴する家族が、暴力によって失われた尊厳や誇り、生

きる力を取り戻し、自立し安心して生きがいを感じて暮らせるようになることをめざし、年

6 回のワークショップ・ミニ講座等を開催した。 

 ワークショップやミニ講座では、ヨガや臨床美術、メーク講座等を取り入れ「心身ともに

癒やされ安心できる居場所」を用意し、「人権」、「女性の性や健康」、「自己決定」、「人間関係

の再構築」等を学べる機会を提供。 

 民間で被害者への伴走支援を行う個人や団体にも参加を勧奨、支援者どうしのつながり・

連携を確保するとともに支援者の癒やしとなるような機会を創出。 

 

【コーディネーター】（全 6 回） 

 山梨英和大学専任講師 桑本佳代子 氏（臨床心理士） 

 心身のケア エンパワーメントミニ講座 

第 1 回 

7 月 
ヨガ・ 

マインドフルネ

ス 

(一社)Re＋act 

association 

代表理事 

竹田夕子 氏 

人権 

大切なあなた 

山梨県立大学 

大塚ゆかり 氏 

第 2 回 

9 月 
体と心の健康 

山梨県産婦人科医会 

小田切順子 氏 

第 3 回 

10 月 
臨床美術 

ART-KEY 

天沼操 氏 

自他を認める 

（作品鑑賞） 

ART-KEY 

天沼操 氏 

第 4 回 

12 月 
体操・ヨガ 

リズムオブラブ 

渡辺光美 氏 

女性の人権 

怒りを知るワーク 

NPO 法人 

女性ネット Saya-Saya 

河西ひとみ 氏 

第 5 回 

1 月 

セルフエステ講

座 
(株)ポーラ 

萩原智美 氏 

自己管理 

1 年の計画 都留文科大学 

キャリア支援センター 

杉本かおる 氏 
第 6 回 

2 月 

メークアップ講

座 

自分の強みを知る 

コミュニケーショ

ン 

※事業実施前・実施後に民間支援団体等との意見交換を行う。 
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12 男女共同参画団体活動促進事業費補助金 
地域における男女共同参画の促進を図るため、男女共同参画推進に向けた取り組みを行

う団体が実施する地域課題の解決を図るための事業に要する経費に対し、補助を行う。 

◆補助額：1事業あたり 5 万円を上限 

（※R5 年度より、特に効果が高いと認める場合は 10 万円を上限） 

◆補助回数：1 団体あたり 2 回まで 

◆令和 5 年度決定件数：42 件 (うち 10 万円補助 3 件) 

◆令和 6 年度決定件数：38 件（うち 10 万円補助 3 件）  

【補助の例】 

・地域の課題解決のための自主的グループ学習・取組発表会 

・地域の他の団体と連携し、活動の広がりや活性化を目指すイベント 

・地域活動の取組・ノウハウの研修や他地域との交流会 

・男女が交流、相談できる場・機会の創造  等 

【対象】 

男女共同参画推進に向けた取り組みを行う団体（株式会社、有限会社等の営利を

主たる目的とする団体を除く。）で次の要件を満たす団体。 

ア 山梨県内に活動の拠点があり、かつ、山梨県内を中心に活動している。 

イ 構成員が 2 人以上。 

ウ 定款・会則等が定められている。 

エ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを主たる

目的とするものでない。 

オ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とす

るものではない。 
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13 共生社会の実現に向けた取り組み 
令和 5 年度、多様性を認め合う共生社会の実現に向けて、あるべき姿や取り組みの方向

性について意見・助言をもらい県施策や県民運動に反映することを目的に、幅広い関係者

からなる「やまなし共生社会推進懇話会」を設置。 

令和 6 年 3月、懇話会での意見を基に共生社会の取り組みが県民運動として広がるよう

考え方や行動の拠り所となる「やまなし多様性を認め合う共生社会づくり憲章」を制定。 

令和 6 年 7月、共生社会の実現を目指す推進母体として「やまなし共生社会推進プレイ

ヤーズ」の募集を開始。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




